
景観計画に基づく外観変更等取扱要綱 

 

制  定 令和２年 10月１日 

 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市景観計画に定める重点届出区域（以下「重点届出区域」という。）及び大

阪市都市景観条例（平成 10 年大阪市条例第 50 号。以下「条例」という。）第 25 条に基づく大規模

な面的整備の区域（以下「大規模面的整備区域」という。）において、大阪を代表するようなにぎわ

いの形成やまちの魅力向上につながるデザイン性の高いメディアファサードの設置若しくは広告を

含まないプロジェクションマッピングの掲出又は建築物のラッピングの掲出に係る協議等に関し必

要な事項を定め、もって良好な都市景観の形成に資することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、景観法（平成16年法律第110号。以下「法」という。）及

び条例の例によるほか、次の各号に定めるところによる。 

(1) メディアファサード 建築物の壁自体を媒体として活用し、動的な変化や映像を創り出す照明

演出のことをいう。 

(2) 建築物のラッピング イベント等の実施期間において、シート等により掲出される建築物の外

壁の変更をいう。 

(3) 協議対象区域 重点届出区域（国道２号地区を除く）及び大規模面的整備区域とする。 

 

（協議等の対象） 

第３条 この要綱の規定は、協議対象区域においてメディアファサードを設置する場合若しくは広告

を含まないプロジェクションマッピングを掲出する場合又は建築物のラッピングを掲出する場合に

適用する。 

２ この要綱の規定に基づく協議が成立したメディアファサード、広告を含まないプロジェクション

マッピング及び建築物のラッピングについては、大阪市景観計画に定める建築物基準は適用しない。 

３ この要綱に規定する協議、届出、報告等は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定

める者（以下「事業者」という。）が行うものとする。 

(1) 協議対象区域におけるメディアファサードの設置 当該メディアファサードを設置する建築物

又は建築物の敷地の所有者 

(2) 協議対象区域における広告を含まないプロジェクションマッピングの掲出 当該プロジェクシ

ョンマッピングを掲出しようとする者 

(3) 協議対象区域における建築物のラッピングの掲出 当該ラッピングを掲出しようとする者 

 

（メディアファサードの設置等の協議） 

第４条 事業者は、協議対象区域において、メディアファサードの設置又は広告を含まないプロジェ

クションマッピングの掲出（以下「メディアファサードの設置等」という。）は、工事の着手前（メ

ディアファサードの設置等が法第 16 条第１項本文による届け出なければならない行為である場合



にあっては、当該届出前）に、第１号様式によるメディアファサードの設置等協議申出書により、

あらかじめ当該メディアファサードの設置等計画（以下「設置等計画」という。）を市長に申し出て

メディアファサードの設置等に関する協議（以下「設置等協議」という。）を行わなければならない。 

２ 設置等計画の作成にあたっては別表第１に定めるメディアファサード設置基準又は別表第２に定

める広告を含まないプロジェクションマッピングの掲出基準に適合しなければならない。 

３ 市長は、第１項の設置等協議の申出があったときは、大阪市都市景観委員会（以下「委員会」と

いう。）の意見を聴くものとする。 

４ 市長は、前項の規定により委員会の意見を聴いた場合は、その意見を踏まえて設置等計画に関す

る見解をまとめ、第１項の設置等協議の申出があった日から 30日以内（申出書の記載に不備があっ

た場合におけるその補正等に係る日数を除く。）に、第２号様式によるメディアファサードの設置

等協議に係る見解通知書により、事業者へ通知を行うものとする。 

５ 前項の通知を受けた事業者は、同項の見解に対して、第３号様式によるメディアファサードの設

置等協議に係る見解に対する回答書により市長へ回答しなければならない。 

６ 市長は、前項の回答があった場合において、設置等計画がメディアファサード設置基準又は広告

を含まないプロジェクションマッピングの掲出基準に適合していると認める場合は、設置等協議を

成立させるものとし、前項の回答があった日から 14日以内に事業者へ協議済の通知を行うものとす

る。 

７ 市長は、第５項の回答があった場合において、設置等計画がメディアファサード設置基準又は広

告を含まないプロジェクションマッピングの掲出基準に適合していないと認める場合は、設置等協

議を不成立とし、第５項の回答があった日から 14日以内に事業者へ協議が成立しない旨の通知を行

うものとする。 

 

（メディアファサードの設置等の変更協議） 

第５条 事業者は、前条第６項の規定により設置等協議が成立した後に設置等計画の内容を変更しよ

うとする場合は、市長と第４号様式によるメディアファサードの設置等の変更協議申出書により変

更協議を行わなければならない。ただし、軽微な変更であると市長が認める場合は、第５号様式に

よるメディアファサードの設置等の変更報告書による報告をもって変更協議に代えることができる。 

２ 前条第２項から第７項までの規定は、前項の規定により変更協議を行う場合に準用する。 

 

（建築物のラッピングの事前協議） 

第６条 事業者は、協議対象区域において建築物のラッピングを掲出する場合は、工事の着手前（当

該ラッピングの掲出が法第 16 条第１項本文による届け出なければならない行為である場合にあっ

ては、当該届出前）に、第６号様式による建築物のラッピング事前協議申出書により、あらかじめ

当該建築物のラッピングの掲出に係る計画（以下「ラッピング計画」という。）を市長に申し出て建

築物のラッピングに関する事前協議を行わなければならない。 

２ ラッピング計画の作成にあたっては別表第３に定める建築物のラッピング掲出基準に適合しなけ

ればならない。 

３ 市長は、第１項の事前協議の申出があったときは、必要に応じて、委員会の意見を聴くことがで

きる。ただし、１ヶ月を超えて掲出する場合は、委員会の意見を聴くものとする。 

４ 市長は、第１項のラッピング計画が建築物のラッピング掲出基準に適合していると認める場合は、



事前協議を成立させるものとし、第１項の事前協議の申出があった日から 30日以内（申出書の記載

に不備があった場合におけるその補正等に係る日数を除く。）に、事業者へ協議済の通知を行うも

のとする。 

５ 市長は、第１項のラッピング計画が建築物のラッピング掲出基準に適合していないと認める場合

は、事前協議を不成立とし、第１項の事前協議の申出があった日から 30日以内（申出書の記載に不

備があった場合におけるその補正等に係る日数を除く。）に事業者へ協議が成立しない旨の通知を

行うものとする。 

 

（建築物のラッピングの変更協議） 

第７条 事業者は、前条第４項の規定により事前協議が成立した後にラッピング計画の内容を変更し

ようとする場合は、市長と第７号様式による建築物のラッピング変更協議申出書により変更協議を

行わなければならない。ただし、軽微な変更であると市長が認める場合は、第８号様式による建築

物のラッピング変更報告書による報告をもって変更協議に代えることができる。 

２ 前条第２項から第５項までの規定は、前項の規定により変更協議を行う場合に準用する。 

 

（工事等の取り止め） 

第８条 事業者は、第４条から第７条までに規定する設置等協議、事前協議又は変更協議が成立した

後に当該協議に係る工事等を取り止める場合は、第９号様式による工事等取止届により市長に届け

出なければならない。 

 

（工事完了の報告） 

第９条 事業者は、第４条に規定する設置等協議若しくは第５条に規定する変更協議が成立したメデ

ィアファサード（以下「協議済メディアファサード」という。）及び広告を含まないプロジェクショ

ンマッピング（以下「協議済プロジェクションマッピング」という。）の設置等工事又は第６条に規

定する事前協議若しくは第７条に規定する変更協議が成立した建築物のラッピングの掲出に係る工

事が完了した場合は、第 10号様式による工事完了報告書により速やかに市長に報告しなければなら

ない。 

 

（調査の実施及び是正のための措置） 

第 10条 市長は、前条の報告を受けた場合は、当該報告の内容が第４条に規定する設置等協議若しく

は第５条に規定する変更協議が成立した設置等計画又は第６条に規定する事前協議若しくは第７条

に規定する変更協議が成立したラッピング計画の内容に適合しているかどうかを確認するため、必

要に応じて現地の調査を実施する。 

２ 市長は、前項の調査を行った場合は、その結果を第 11号様式による調査結果通知書により事業者

に通知する。 

３ 市長は、第１項の調査を行った場合において、当該調査に係る工事の内容が設置等計画又はラッ

ピング計画の内容に適合していないと認めたときは、これらに適合させるために必要な措置をとる

よう事業者に指導することができる。 

４ 市長は、前項の規定により事業者に指導を行う場合は、必要に応じて、委員会の意見を聴くこと

ができる。 



 

（協議済メディアファサード等に係る実績報告等） 

第 11 条 事業者は、協議済メディアファサードの設置及び協議済プロジェクションマッピングの掲

出工事完了以後、毎年、次に掲げる書類を次項に定める期限までに市長に提出しなければならない。 

(1) 実績報告書（第 12号様式） 

(2) 実施計画書（第 13号様式） 

２ 前項各号に掲げる書類の提出期限は、同項第１号の実績報告書にあっては毎年８月15日、同項第

２号の実施計画書にあっては毎年９月30日とし、その日が大阪市の休日を定める条例（平成３年大

阪市条例第42号）第１条第１項に規定する市の休日である場合は、その日前の直近の休日でない日

とする。 

３ 市長は、第１項第１号の実績報告書の提出があったときは、必要に応じて、委員会の意見を聴く

ことができる。 

４ 市長は、前項の規定により委員会の意見を聴いた場合は、その意見を踏まえて協議済メディアフ

ァサード又は協議済プロジェクションマッピングのデザイン性に関する見解をまとめ、第１項第１

号の実績報告書の提出があった日から 30 日以内に、第 14 号様式によるデザイン性に係る見解通知

書により、事業者へ通知を行うものとする。 

５ 前項の通知を受けた事業者は、同項の見解に対して、第 15号様式によるデザイン性に係る見解に

対する回答書を、第１項第２号の実施計画書に添えて提出しなければならない。 

 

（廃止等の届出） 

第 12 条 事業者は、協議済メディアファサードの設置及び協議済プロジェクションマッピングの掲

出工事が完了した後に当該協議済メディアファサード又は協議済プロジェクションマッピングを撤

去する場合又はその運用を停止する場合は、第 16号様式によるメディアファサード等廃止等届によ

り市長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により運用の停止を届け出た協議済メディアファサード又は広告を含まな

いプロジェクションマッピングの運用を再開する場合は、第５条第１項の規定による変更協議を行

わなければならない。 

 

（協議済メディアファサード等に係る調査及び指導） 

第 13 条 市長は、協議済メディアファサードの設置及び協議済プロジェクションマッピングの掲出

工事完了以後、当該協議済メディアファサード又は協議済プロジェクションマッピングの運用がメ

ディアファサード設置基準又は広告を含まないプロジェクションマッピングの掲出基準に適合して

いるかどうかを確認するため、必要に応じて現地の調査を行い、事業者に対して必要な事項につい

て報告を求めることができる。 

２ 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。 

３ 市長は、第１項の調査を行った場合において、当該調査に係る協議済メディアファサード及び協

議済プロジェクションマッピングの運用がメディアファサード設置基準又は広告を含まないプロジ

ェクションマッピングの掲出基準に適合していないと認めたときは、これに適合させるために必要

な措置をとるよう事業者に指導することができる。 

 



（事業の継承） 

第 14 条 事業者は、協議済メディアファサードを設置又は協議済プロジェクションマッピングを掲

出する建築物又は建築物の敷地を第三者に譲渡する場合には、売買契約書、重要事項説明書、管理

規約等に、第 11 条から第 13 条までに規定する事項を明記し、当該第三者に十分認識させなければ

ならない。 

 

（提出書類） 

第 15 条 第４条から第 12 条までに規定する手続に関し必要となる提出書類は、別表第４のとおりと

する。 

 

（実施の細目） 

第 16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年 10月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の景観計画に基づく外観変更等取扱要綱第

１号様式、第３号様式から第 10号様式までの規定、第 12号様式、第 13号様式、第 15号様式及び

第 16号様式による用紙は、この要綱による改正後の景観計画に基づく外観変更等取扱要綱の規定

にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。 

 

附 則  

この要綱は、令和 3年 11月１日から施行する。 

 



 

 

別表第１ メディアファサード設置基準（第４条関係） 

前 提 条 件 ・夜間において建物のファサードの美しさや魅力を高める手段とし、にぎわい

の形成やまちの魅力向上につながるデザイン性の高いものとする。 

・事前に市長と協議の上、コンテンツ等に関する地域独自の基準や協議体制を

設けていること 

・地域独自の基準に適合し、設置について合意が図られていること 

設置位置、大きさ、

形態・意匠の基準 

・具体的な設置可能な大きさについては、設置位置及び視点場となる空間の広

がり等を踏まえ、本市との個別協議により決定すること 

周辺への影響を 

抑えるための基準 

・まちなみを阻害しない色彩とする。（※１） 

・まぶしすぎない明るさ、光の強さ（輝度）とする。（※２） 

・心身に悪影響を与えない、不快感を与えないゆるやかな表示速度とする。 

・不快感を与えない音量、音色とする。 

表 現 基 準 ・デザイン性の高いものとする。 

・広告物を掲出してはならない。ただし、建築物の名称及び商標等が一時的・

部分的に表示されることは妨げない。（※３）また、公益イベント時の広告

（光の饗宴、オリンピック、万博等）は含まない。 

・周辺の主な視点場からの見え方を検討する。（影響範囲における映像コンテ

ンツの見え方を確認） 

・公序良俗に反しないものとする。 

・見る人に不快感や不安感を与えないものとする。 

（※１）補色や彩度差の大きい色の組み合わせを使用せず、類似色や中間色など落ち着いた色を推奨

する。 

（※２）夜間においては周辺状況に配慮すること 

（※３）一時的とは最後に数秒、部分的とは壁面の１／10以下とすること 

 

  



 

 

別表第２ 広告を含まないプロジェクションマッピング掲出基準（第４条関係） 

前 提 条 件 ・夜間において建物のファサードの美しさや魅力を高める手段とし、にぎわい

の形成やまちの魅力向上につながるデザイン性の高いものとする。 

・事前に市長と協議の上、コンテンツ等に関する地域独自の基準や協議体制を

設けていること 

・地域独自の基準に適合し、設置について合意が図られていること 

協議の対象となる 

大きさ、形態・意匠 

・広告を含まないプロジェクションマッピング。ただし、公益イベント（光の

饗宴、オリンピック、万博等）時は対象外とする。 

周辺への影響を 

抑えるための基準 

・まちなみを阻害しない色彩とする。（※１） 

・まぶしすぎない明るさ（輝度）とする。（※２） 

・心身に悪影響を与えないゆるやかな表示速度、繰り返し回数とする。 

・不快感を与えない音量、音色とする。 

コンテンツの基準 ・にぎわいの形成やまちの魅力向上につながるデザイン性の高いものとする。 

・公序良俗に反しないものとする。 

・見る人に不快感や不安感を与えないものとする。 

（※１）補色や彩度差の大きい色の組み合わせを使用せず、類似色や中間色など落ち着いた色を推奨

する。 

（※２）夜間においては周辺状況に配慮すること 

 

 

別表第３ 建築物のラッピング掲出基準（第６条関係） 

協議の対象となる 

大きさ、形態・意匠 

・大阪市景観計画に定める建築物の色彩基準に規定する表示面積を超える建

築物のラッピング 

周辺への影響を 

抑えるための基準 

・建築物のデザイン性を高めたり、まちの賑わいを演出したりするためにアク

セントカラー（描写された模様やテキスト含む）を用いる場合は、まちなみ

を阻害しない色彩とするとともに、建築物の特徴や形態に合わせた使い方

や面積とし、場所性を踏まえた色彩とする。（※１） 

表 現 基 準 ・にぎわいの形成やまちの魅力向上につながるデザイン性の高いものとする。 

・人物、キャラクターの意匠は使用しないように努める。 

・公序良俗に反しないものとする。 

・見る人に不快感や不安感を与えないものとする。 

（※１）補色や彩度差の大きい色の組み合わせを使用せず、類似色や中間色など落ち着いた色を推奨

する。 

 

 

  



 

 

別表第４ 必要な提出書類一覧（第 15 条関係） 

様式・添付書類名 備考（留意事項等） 

第１号様式 メディアファサードの設

置等協議申出書 

・正・副２部作成すること 

※提出は正のみ、設置等協議成立後に副に協議済

の押印を行います。 

第１号様式

の必要添付

書類 

付近見取図 ・縮尺（1/2500 以上）、方位、道路、目標となる地物

を記載すること 

・対象となる歩行者の流れやメディアファサードの

設置等の視点場を示すこと 

配置図 ・縮尺（1/1000 以上）方位、メディアファサードの設

置等の配置位置を示したもの 

立面図 ・縮尺（1/200 以上）、立面図にメディアファサード

の設置等の位置を示したもの 

メディアファサードの設

置等意匠図 

・メディアファサードの設置等の表示面積、高さを示

すこと 

フォトモンタージュ等 ・主要な視点場からのフォトモンタージュ又は映像

モンタージュ（昼・夜）のデータをＤＶＤで提出す

ること 

コンテンツ計画等 ・コンテンツの内容がわかるものとして、映像データ

をＤＶＤで提出すること 

※制作会社（作成者）を記載すること 

委任状 ※手続き等に関して、代理人に委任する場合 

地域独自の基準及び合意

書 

・地域における協議体制や基準がわかるもの 

・地域との協議状況や合意を得ていることがわかる

もの 

その他 市長が必要と認

めるもの 

 

第２号様式 メディアファサードの設

置等協議に係る見解通知

書 

 

第３号様式 メディアファサードの設

置等協議に係る見解に対

する回答書 

 



 

 

第４号様式 メディアファサードの設

置等変更協議申出書 

・正・副２部作成すること 

※提出は正のみ、変更協議成立後に副に協議済の

押印を行います。 

第４号様式

の必要添付

書類 

変更前と変更後の図書 ・配置図・立面図・広告物意匠図・コンテンツ計画等

変更があるもの 

※図書の縮尺等詳細は第１号様式の添付書類と同

じ 

第５号様式 メディアファサードの設

置等変更報告書 

（※）軽微な変更であると市長が認める場合 

第５号様式

の必要添付

書類 

変更前と変更後の図書 ・配置図・立面図・広告物意匠図・コンテンツ計画等

変更があるもの 

※図書の縮尺等詳細は第１号様式の添付書類と同

じ 

第６号様式 建築物のラッピング事前

協議申出書 

・正・副２部作成すること 

※提出は正のみ、事前協議成立後に副に協議済の

押印を行います 

第６号様式

の必要添付

書類 

付近見取図 ・縮尺（1/2500 以上）、方位、道路、目標となる地物

を記載すること 

配置図 ・縮尺（1/1000 以上）、方位、建築物のラッピングの

配置位置を示したもの 

立面図 ・縮尺（1/200 以上）、立面図に建築物のラッピング

の掲出位置を示したもの 

建築物のラッピング意匠

図 

・建築物のラッピングの表示面積、建築物のラッピン

グの仕上げ材料及び色彩 

委任状 ※手続き等に関して、代理人に委任する場合 

その他 市長が必要と認

めるもの 

・委員会での審議用資料、映像 

第７号様式 建築物のラッピング変更

協議申出書 

・正・副２部作成すること 

※提出は正のみ、変更協議成立後に副に協議済の

押印を行います。 

第７号様式

の必要添付

書類 

変更前と変更後の図書 ・配置図・立面図・建築物のラッピング意匠図等変更

があるもの 

※図書の縮尺等詳細は第６号様式の添付書類と同

じ 

第８号様式 建築物のラッピング変更

報告書 

（※）軽微な変更であると市長が認める場合 



 

 

第８号様式

の必要添付

書類 

変更前と変更後の図書 ・配置図・立面図・建築物のラッピング意匠図等変更

があるもの 

※図書の縮尺等詳細は第６号様式の添付書類と同

じ 

第９号様式 工事等取止届  

第 10 号様式 工事完了報告書  

第 10 号様式

の必要添付

書類 

写真方向図 ・メディアファサードの設置等の箇所がわかるもの 

完了写真 ・カラー写真とし、撮影日時を記載すること 

第 11 号様式 調査結果通知書  

第 12 号様式 実績報告書 ※毎年８月 15 日までに提出すること 

第 12 号様式

の必要添付

書類 

コンテンツ計画等 ※変更協議の経過がわかるように記載すること 

※コンテンツの変更があった場合は、その内容がわか

るものとして、映像データをＤＶＤで提出すること 

第 13 号様式 実施計画書 ※実施計画を記載し、毎年９月 30 日までに提出する

こと 

第 13 号様式

の必要添付

書類 

コンテンツ計画等 ※決定しているコンテンツについては、映像データを

ＤＶＤで提出すること 

第 14 号様式 デザイン性に係る見解通

知書 

 

第 15 号様式 デザイン性に係る見解に

対する回答書 

 

第 16 号様式 メディアファサードの設

置等廃止等届 

 

部数の指定がないものについては、原則１部とする。 

（※）軽微な変更であると市長が認める場合とは、大きさや輝度、音量等の数値に変更がない場合若

しくは当該数値が低くなる場合又は事業者に変更があった場合（その代表者に変更があった場合を含

む。）をいう。 

 


